
◆ 9月の税務と労務
国　税／8月分源泉所得税の納付 9月10日

国　税／7月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

9月30日

国　税／1月決算法人の中間申告 9月30日

国　税／10月、1月、4月決算法人の消費税等の中間申告

（年3回の場合） 9月30日

9 2010

法人所得に対する税負担割合。法人税30％と地方税の法人事業税
9.6％、法人住民税（法人税率×17.3％）の合計ですが、法人事業税は損金算入されるた
め調整（109.6％で割る）され、実効税率は40.87％。ただし、中小企業は軽減税率の適用
があり、また、地方税の税率は地方自治体により異なります。

法人税の実効税率

（長月）September

20日・敬老の日　23日・秋分の日9月
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企
業
グ
ル
ー
プ
を
対
象
と
し
た
法

制
度
や
会
計
制
度
が
定
着
し
つ
つ
あ

る
中
、
税
制
に
お
い
て
も
持
株
会
社

制
の
よ
う
な
法
人
の
組
織
形
態
の
多

様
化
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
課
税

の
中
立
性
や
公
平
性
等
を
確
保
す
る

必
要
が
生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
資

本
に
関
係
す
る
取
引
等
に
か
か
る
税

制
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

見
直
し
事
項

①

一
〇
〇
％
グ
ル
ー
プ
内
の
法

人
間
の
譲
渡
取
引
の
損
益
の
繰

延
べ

②

一
〇
〇
％
グ
ル
ー
プ
内
の
法

人
間
の
寄
附

③

一
〇
〇
％
グ
ル
ー
プ
内
の
法

人
間
の
現
物
分
配

④

一
〇
〇
％
グ
ル
ー
プ
内
の
法

人
か
ら
の
受
取
配
当
等
の
益
金

不
算
入

⑤

一
〇
〇
％
グ
ル
ー
プ
内
の
法

人
の
株
式
の
発
行
法
人
へ
の
譲

渡
に
係
る
損
益

⑥

大
法
人
の
一
〇
〇
％
子
法
人

に
対
す
る
中
小
企
業
向
け
特
例

措
置
の
適
用
の
見
直
し

⑦

連
結
子
法
人
の
連
結
開
始
前

欠
損
金
の
持
込
制
限
の
見
直
し

⑧
　
連
結
納
税
制
度
の
整
備

⑨
　
清
算
所
得
課
税

⑩
　
そ
の
他
の
整
備

（
注
）
前
記
の
改
正
は
、
④
・

⑥
・
⑦
及
び
⑩
（
負
債
利
子

控
除
額
計
算
の
簡
便
法
に
係

る
部
分
）
を
除
き
、
平
成
二

十
二
年
十
月
一
日
か
ら
適
用

さ
れ
ま
す
。

主
な
見
直
し
項
目

a

一
〇
〇
％
グ
ル
ー
プ
内
の
法
人

間
の
譲
渡
取
引
の
損
益
の
繰
延
べ

グ
ル
ー
プ
内
法
人
間
で
資
産
の
移

転
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
時
点

で
は
資
産
の
譲
渡
損
益
に
対
す
る
課

税
は
繰
り
延
べ
ら
れ
、
①
グ
ル
ー
プ

の
外
に
そ
の
資
産
が
移
転
し
た
時
、

②
グ
ル
ー
プ
内
の
法
人
に
移
転
さ
れ

た
資
産
が
再
び
グ
ル
ー
プ
内
の
法
人

に
移
転
さ
れ
た
時
、
③
移
転
し
た
法

人
あ
る
い
は
移
転
を
受
け
た
法
人
が

グ
ル
ー
プ
か
ら
離
脱
し
た
時
等
に
、

そ
れ
ぞ
れ
譲
渡
損
益
の
課
税
が
行
わ

れ
ま
す
。

1
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対
象
と
な
る
資
産
（「
譲
渡
損
益
調

整
資
産
」）
は
、
固
定
資
産
、
土
地
等
、

有
価
証
券
、
金
銭
債
権
、
繰
延
資
産

で
す
。
棚
卸
資
産
（
土
地
を
除
く
）

の
ほ
か
、
売
買
目
的
有
価
証
券
と
移

転
直
前
の
帳
簿
価
額
が
一
千
万
円
未

満
の
資
産
は
除
外
さ
れ
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
改
正
前
の
連
結
納

税
制
度
に
規
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で

す
が
、
今
後
は
連
結
納
税
を
選
択
し

て
い
る
か
ど
う
か
に
関
わ
り
な
く
、

す
べ
て
の
一
〇
〇
％
所
有
関
係
に
あ

る
内
国
法
人
グ
ル
ー
プ
に
適
用
さ
れ

ま
す
。

会
社
決
算
で
は
、
譲
渡
等
に
よ
る

損
益
が
計
上
さ
れ
ま
す
が
、
法
人
税

の
申
告
に
際
し
て
は
、
譲
渡
益
相
当

額
を
損
金
算
入
し
、
譲
渡
損
相
当
額

を
益
金
算
入
し
て
差
し
引
き
「
０
」

と
し
ま
す
。

例
え
ば
、
①
グ
ル
ー
プ
内
の
内
国

法
人
Ａ
社
が
簿
価
五
千
万
円
の
土
地

を
同
じ
グ
ル
ー
プ
内
の
法
人
Ｂ
社
に

二
億
円
で
譲
渡
し
た
場
合
、
Ａ
社
は

一
億
五
千
万
円
の
土
地
譲
渡
益
と
な

り
ま
す
が
、
法
人
税
申
告
書
別
表
四

で
「
グ
ル
ー
プ
内
取
引
調
整
額
減
算
」

等
と
し
て
一
億
五
千
万
円
を
減
算

（
留
保
）
し
ま
す
。

②
土
地
を
譲
り
受
け
た
Ｂ
社
は
土

地
を
二
億
円
で
資
産
計
上
し
て
い
ま

す
か
ら
税
務
上
の
調
整
は
あ
り
ま
せ

ん
。③

そ
の
資
産
が
グ
ル
ー
プ
外
に
移

転
し
た
場
合
等
に
は
、
移
転
さ
せ
た

法
人
が
譲
渡
損
益
を
計
上
し
ま
す
が
、

そ
の
時
点
で
、
繰
り
延
べ
ら
れ
て
い

た
Ａ
社
の
譲
渡
益
が
実
現
し
ま
す
。

Ｂ
社
が
二
億
円
で
取
得
し
た
土
地

を
二
億
五
千
万
円
で
グ
ル
ー
プ
外
の

法
人
に
譲
渡
し
た
と
す
る
と
、
Ｂ
社

は
五
千
万
円
の
譲
渡
益
が
生
じ
、
こ

の
時
点
で
、
Ａ
社
は
、
法
人
税
申
告

書
別
表
四
で
「
グ
ル
ー
プ
内
取
引
調

整
額
加
算
」
等
と
し
て
一
億
五
千
万

円
を
加
算
（
留
保
）
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
Ａ
社
は
、
Ｂ
社
が
譲

渡
し
た
時
点
で
、
法
人
税
の
申
告
に

よ
り
譲
渡
益
を
計
上
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
か
ら
、
Ｂ
社
が
譲
渡
し
た
と

い
う
情
報
が
Ａ
社
に
正
確
に
伝
わ
ら

な
い
と
、
Ａ
社
の
法
人
税
の
申
告
か

ら
譲
渡
益
相
当
額
が
漏
れ
て
し
ま
う

こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

グ
ル
ー
プ
内
法
人
間
で
譲
渡
損
益

調
整
資
産
を
譲
渡
し
た
場
合
に
お
け

る
課
税
繰
延
制
度
の
導
入
に
当
た
り
、

譲
渡
法
人
と
譲
受
法
人
が
互
い
に
一

定
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

s

大
法
人
の
一
〇
〇
％
子
法
人
へ

の
中
小
企
業
向
け
特
例
措
置
の
適

用
の
見
直
し

大
法
人
の
一
〇
〇
％
子
法
人
で
あ

る
中
小
法
人
は
、
そ
れ
以
外
の
中
小

法
人
と
資
金
調
達
能
力
な
ど
経
営
実

態
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
中
小
企
業

向
け
特
例
措
置
（
資
本
金
の
額
が
一

億
円
以
下
の
法
人
に
係
る
図
表
２
の

制
度
）
に
つ
い
て
は
、
資
本
金
の
額

が
五
億
円
以
上
の
法
人
又
は
相
互
会

社
等
の
一
〇
〇
％
子
法
人
に
は
適
用

さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。

こ
の
改
正
は
、
平
成
二
十
二
年
四

月
一
日
以
後
開
始
す
る
事
業
年
度
か

ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

課税
繰延べ

資産の譲渡損益

100％グループ法人
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一
枚
の
価
額
が
一
〇
万
円
未
満
の

カ
ー
テ
ン
を
数
枚
購
入
し
た
場
合

に
、
そ
れ
が
消
耗
品
と
な
る
の
か
、

固
定
資
産
と
な
る
の
か
で
判
断
に
迷

う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
場
合
、
カ
ー
テ
ン
は
一
枚
だ

け
で
機
能
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一

つ
の
部
屋
で
数
枚
が
組
み
合
わ
さ
れ

て
は
じ
め
て
、
そ
の
機
能
を
発
揮
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
カ
ー
テ
ン
の
取
得

価
額
は
、
部
屋
ご
と
に
購
入
し
た
金

額
で
判
断
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
部
屋
分
の
カ
ー
テ
ン
の
購
入
金

額
が
一
〇
万
円
未
満
な
ら
消
耗
品
と

し
て
損
金
経
理
す
れ
ば
、
そ
の
事
業

年
度
の
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
ま

す
。
一
〇
万
円
以
上
二
〇
万
円
未
満

の
場
合
は
一
括
償
却
資
産
と
す
る
こ

と
が
で
き
、
二
〇
万
円
以
上
の
場
合

は「
器
具
及
び
備
品
」に
計
上
し
、そ

の
耐
用
年
数
は
三
年
と
な
り
ま
す
。

相続開始前3年以内の贈与
相続や遺贈によって財産を取得した人

が、相続開始前３年以内に被相続人から
財産を贈与で取得したことがある場合、
贈与された財産の価額を相続税の課税価
格に加算して、相続税の総額や各相続人
の税額を計算することになっています。

この場合の「３年以内」とは、相続開
始の日からさかのぼって３年目の同じ日
以降をいいます。

例えば、被相続人が平成22年８月３日
に死亡した場合、平成19年８月３日が３
年前の応当日となりますので、その日以
後の贈与が加算の対象になります。

なお、相続税の課税価格に加算される
価額は、贈与時の価額です。

贈与時の評価額が800万円だった不動
産が、相続時に900万円になっていても、
課税価格には800万円が加算されること
になります。

日照が阻害された
社宅の評価損

当社が社宅として、その一室
を所有しているマンションの隣
に、高層の建物が新たに建築さ

れ、日照が阻害されてしまいました。その
後、当社所有のその社宅に隣接する一室
（間取りなどが当該社宅と同一）が売却さ
れましたが、その価額が当社の帳簿価額よ
り２割も安いものでした。

当社は従来通りその部屋を社宅として使
用していますが、このような場合、当社の
社宅について隣室の売却価額までの評価損
の計上は認められるでしょうか。

法人が資産の評価換えをして
帳簿価額を減額した場合には、
原則としてその減額した金額は

損金の額に算入されません。
ただし、固定資産においては次のような

特定の事実が生じ、損金経理により帳簿価
額を減額したときは、例外的に、時価まで
の評価損の損金算入が認められます。
① その資産が災害により著しく損傷した
こと

② その資産が１年以上にわたり遊休状態
にあること

③ その資産が本来の用途に使用すること
ができないため他の用途に転用されたこ
と

④ その資産の所在する場所の状況が著し
く変化したこと

⑤ ①から④までに準ずる特別の事実
ご質問の場合は、隣室の売買価額が社宅

の簿価に比べて低いことを根拠にして、評
価損の計上を検討しています。しかし、社
宅を従来どおり使用していることや、時価
の低下の程度からみても、その所在する場
所の状況が著しく変化したとはいえませ
ん。したがって、上記の④には該当せず、
また、それ以外の項目にも該当しませんの
で、評価損の計上は認められません。

カ
ー
テ
ン
は
消
耗
品
か
固
定
資
産
か


